
 
新生児聴覚検査を受けましょう 

 
子どもの聴覚に関する異常を早期に発見し、早期に療育に繋げることにより、聴覚障害

による音声言語発達等への影響を最小限に抑えるため、新生児聴覚検査費用を助成します。 

 

＜受診者＞ 

 住所が久慈市にある生後６か月までの乳児 
 

＜助成対象者＞ 

 住所が久慈市にある聴覚検査を受けたお子さんの保護者 
 

＜助成内容＞ 

 聴覚検査に係る費用のうち、5,000 円を上限とし助成。 

 ただし、検査費用が 5,000 円未満の場合はその金額を助成。 

※5,000 円を超えた額は自己負担 
 

＜助成方法＞ 

ステップ１  

「新生児等聴覚検査受診票」を、出産のための入院時に医療機関に提出。 
 

ステップ２ 

（１）指定医療機関（裏面参照）の場合はそのまま会計へ 

  ⇒ 退院の会計時に、5,000 円分を助成（※5,000 円を超えた額は自己負担）。 
 

（２）指定医療機関以外（県外等）の場合は一旦全額を支払う 

⇒ 退院の会計時に検査費用を全額支払い、申請期限までに以下の方法でこども家庭

センター窓口にて、5,000 円分の助成を申請。 
 

＜指定医療機関以外（県外等）の検査費用の申請方法＞ 

 ステップ１ 申請予約 ※申請は聴覚検査を行った日から6 ヶ月以内 

電話受付時間 月～金曜日（祝祭日を除く） 8 時 30 分～17 時 15 分 
 

 ステップ２ 窓口申請 

申請受付時間 月～金曜日（祝祭日を除く） 9 時 00 分～16 時 00 分 

〔持ち物〕 

・母子健康手帳 

・医療機関により検査結果が記載された「新生児等聴覚検査受診票」 

・新生児聴覚検査の検査料金がわかる領収書及び明細書 

・申請者名義の通帳（振込先口座確認のため）  

・申請者の身分が分かるもの（マイナンバーカード、免許証など） 
 

＜問い合わせ先＞ 

久慈市こども家庭センター 出産育児支援係 

久慈市旭町 8-100-1（元気の泉内） 電話：0194-66-8288 FAX：0194-52-3197 

令和８.４.１現在 



 

指定医療機関（近隣のみ） 
 

  指定医療機関 指定医療機関の所属医院名 
 

県内 

岩手県（医療局） 

  岩手県盛岡市内丸 11 番１号 

 岩手県立久慈病院  
 

 岩手県立二戸病院  
 

 岩手県立宮古病院 
 

 岩手県立中部病院 
 

 岩手県立磐井病院 
 

 岩手県立大船渡病院 
 

 岩手県立中央病院 
 

一般社団法人岩手県医師会 

  岩手県盛岡市菜園２丁目８番 20 号 

 みうら産婦人科医院 
 

 黒川産婦人科医院 
 

 村井産婦人科小児歯科医院  
 

 今井産婦人科内科クリニック 
 

 やはば産婦人科 
 

 斎藤産婦人科 
 

 工藤医院 
 

岩手医科大学附属病院 

  岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目１番１号 
  

 

盛岡赤十字病院  

  岩手県盛岡市三本柳６地割１番地１ 
  

 

県外 

一般社団法人八戸市医師会 

  青森県八戸市田向３丁目６番 20 号 

 八戸クリニック産婦人科 
 

 苫米地レディースクリニック 
 

 西村産婦人科クリニック 
 

八戸赤十字病院 

  青森県八戸市大字田面木字中明戸２番地 
  

 

    ※ 八戸市立市民病院は指定医療機関以外のため、検査費用の申請が必要です。 
 

※ 上記以外の医療機関で検査する場合の助成方法については、医療機関に確認後お知らせします。 

 


